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スタート

あなたは必要？市民税・県民税の申告

平成28年1月1日現在、八潮市に
居住していましたか？

市民税・県民税の
申告が必要です。給与以外の所得金額が20万円以下のときは確定申告は

不要ですが、市民税・県民税の申告は必要です。

市民税・県民税の
申告が必要です。

公的年金の所得だけ
ですか？ 平成27年1月1日から12月31日

までに収入がありましたか？

家族が会社の年末調整であなたを
扶養親族にしているか、または確定
申告などで扶養親族として申告を
する予定がありますか？

給与の他に営業・農業・不動産・公的年金・報酬などの所
得はありましたか？
※給与以外の所得が公的年金のみの場合は「いいえ」へ

税務署に所得税の確定申告を提
出しますか？
※3面の「確定申告が必要な方」
を参考にしてください。

市民税・県民税の
申告は不要です。

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、次の場合などは市民税・県民税の申告をしてください。
①国民健康保険に加入している場合②所得証明書が必要な場合
③児童手当などの手当を受給している場合④保育料の算定など
が必要な場合⑤市外の方の扶養になっている場合

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、次の場合などは市民税・県民税の申告をしてください。
①年末調整をしていない場合
②医療費・扶養・社会保険料・障がいなどの控除を追加する場合

八潮市への申告は不要です。
前年に収入のあった方は、平成28年1月1日現在居住の市区町
村にお問い合わせください。
※八潮市に事業所・事務所などを所有している場合を除きます。

市民税・県民税の申告は不要です。
ただし、医療費・扶養・社会保険料・障がいなど
の控除を追加する場合は申告をしてください。

※市民税・県民税の申告が必要かどうかの簡単な目安ですので、あてはまらない場合があります。

給与所得（パートやアルバイトを含
む）はありますか？
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勤務先は八潮市に
給与支払報告書（勤
務先が2カ所以上あ
る方はすべての金額
の合計分）を提出し
ていますか？
※提出の有無につ
いては、勤務先に確
認してください。
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出張申告会場
受付日 受付対象地域 申告会場 受付時間

2月

16日(火） 大曽根および受付会場近隣の方 大曽根中公民館

・午前9時30分
～11時
・午後1時30分
～3時30分

（受付時間以外は、
行っていません）

17日(水） 八條および受付会場近隣の方 八條公民館

18日(木） 南川崎および受付会場近隣の方 ゆまにて

19日(金） 南後谷および受付会場近隣の方 資料館

22日(月） 古新田および受付会場近隣の方 古新田公民館

八潮メセナ会場　※八潮メセナ会場での申告受付は、2月23日(火)からです｡

受付日 受付対象地域 申告会場・受付時間

2月

23日(火) 緑町1・2丁目

会場
八潮メセナ
1階展示室
（開館は午前9時）

受付時間
午前9時～11時
午後1時～4時
＊2月28日(日)の 受付時
間は、午前9時～11時で
すのでご注意ください。
(受付時間以外は、行っ
ていません）

24日(水) 緑町3～5丁目
25日(木) 鶴ケ曽根
26日(金) 西袋、柳之宮
28日(日)＊午前9時
～11時のみの受付 平日に来られない方

29日(月) 小作田、松之木、伊草、
新町

3月

1日(火) 八潮1～4丁目
2日(水) 八潮5～8丁目
3日(木) 中央1～4丁目
4日(金) 二丁目､上馬場､中馬場
7日(月) 木曽根、伊勢野

8日(火) 大瀬、大瀬1～6丁目、
茜町1丁目

9日(水) 垳、大原、浮塚
10日(木)･11日(金)･
14日(月)･15日(火) 地域指定なし

※月曜日は、八潮メセナの休館日ですが、1階展示室のみ入場できます。車でお越しの
場合は、八潮メセナ駐車場が使用できませんのでご注意ください。
※午前中に受け付けした場合でも、混み具合により、午後から申告開始になることがあ
りますので、ご了承ください。
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県
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税
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告
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必
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ど
う
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申
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確
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公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
400

万
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
他
の

所
得
金
額
が
20
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円
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所
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確
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申
告
が
不
要
と
さ
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療
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控
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控
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あ
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。
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で
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と
な
っ
た
場
合
（
申
請
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確
定
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告
が
必
要
に
な
っ
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寄

附
団
体
が
５
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は
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に
な
り
ま
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ご
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く
だ
さ
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。
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収
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収
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収
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収
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収
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療
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介
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控
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受
け
る
方
は
、

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
ま
た

は
市
が
発
行
す
る
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書

※
申
告
し
な
い
場
合
は
市
民
税
・

県
民
税
等
に
影
響
が
で
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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控
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控
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受
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収
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追
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収
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付
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さ
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。
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税
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申
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申
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も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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、
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告
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で
受
け
付
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で
き
る
簡
易
な

確
定
申
告
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

２
月
16
日
か
ら
３
月
15
日
ま
で
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
に
申
告
の
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。

　

市
民
税
・
県
民
税
に
つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課
へ
、
所
得
税
等
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
越
谷
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
申
告
期
限
間
近
に
な
る
と
、
大
変
混
雑
し
ま
す
。
申
告
は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。
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付
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税
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物
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民
税
課
☎
奮
２
０
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市
民
税
・
県
民
税
・
所
得
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等
の
申
告
の
ご
案
内

市
民
税
・
県
民
税
・
所
得
税
等
の
申
告
の
ご
案
内

※
各
申
告
会
場
へ
の
お
問
い
合
わ
せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
現
況
と
異
な
る
場
合
は
、
現
況
優
先
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。


